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平成 20 年４月 26 日 
原子力安全対策課 

                            （ ２０ － ５ ） 

                            ＜11 時 30 分資料配付＞ 
 
 
 
 

高速増殖原型炉もんじゅの初装荷燃料の変更計画に係る事前了解について 

 

 

 

 独立行政法人日本原子力研究開発機構から平成 18 年７月 26 日に安全協定に基づ

き事前了解願いのあった「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ初

装荷燃料の変更計画に係る事前了解願い」について、県および敦賀市は、本日これ

を了解した。 

  併せて、特に別添事項については、「もんじゅ」の安全性に係る県民の信頼を得

ていくために、責任を持って実行するよう強く要請した。 

 

 

 

  ＜事前了解の概要＞ 

    現在、原子炉に装荷されている燃料に含まれる核分裂性プルトニウムの一部が自然崩壊 

 により減少し、炉心の反応度が低下しているため、今後、計画している性能試験を実施する 

ためには燃料を交換する必要がある。 

  このため、現在の炉心に装荷されている燃料の他に、本格運転以降に使用する予定で許可 

を受け、保管している取替燃料等を初装荷燃料として使用することとし、設置許可申請書の 

記載を変更した。 

 

 

 

 

 

問い合わせ先(担当：木下) 

内線2357・直通0776(20)0314
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別 添  

 

 

 

１  初装荷燃料の変更に当たっては、長期保管燃料の健全性および製造履歴が

異なる燃料が混在する炉心の安全性の確保、新燃料製造に係る品質保証活動、

燃料輸送の安全確保に万全の対策を講じること 

 

２  「もんじゅ」を構成する機器・設備が所期の性能を維持していることを「プ

ラント確認試験」等で適切に確認するとともに、機器等の調達・施工管理、

保守管理など「もんじゅ」の品質保証体制全般について、徹底した検証を行

い、プラント全体の安全性を確実に確保すること 

 

３  機器の不具合が明らかになったナトリウム漏えい検出器については、「も

んじゅ」の安全確保の基本となる重要な機器であり、点検計画を着実に実行

し、根本的な原因分析とその対策を早急に実施すること 

また、通報連絡の重要性を職員一人ひとりに深く浸透させ、異常時に際し

ても、職員が的確に行動するよう教育と訓練を徹底すること 

  

４  新しい耐震設計審査指針に基づき実施した「もんじゅ」の耐震安全性の再

評価結果（最終報告）については、国において、その妥当性について評価・

確認が進められており、その審議状況を十分踏まえるとともに新潟県中越沖

地震で得られる知見を適切に反映するなど、耐震安全性の確保に向けた対応

に万全を期すこと 
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高速増殖原型炉もんじゅの初装荷燃料の変更計画について 

 

 

１．変更理由 

平成７年のナトリウム漏えい事故による長期間の停止に伴い、現在、原子炉に

装荷されている燃料に含まれる核分裂性プルトニウムの一部が自然崩壊により

減少し、炉心の反応度が低下しているため、今後、計画している性能試験を実施

するためには燃料を交換する必要がある。 

 

２．変更内容 

現在の炉心に装荷されている燃料の他に、本格運転以降に使用する予定で許可を

受け、保管している取替燃料等を初装荷燃料として使用する。（第１図参照） 

現在の炉心に装荷されている初装荷燃料       → 初装荷燃料Ⅰ型 

本格運転以降に使用する予定で保管している取替燃料 → 初装荷燃料Ⅱ型 

新たに製造する燃料                → 初装荷燃料Ⅲ型 

 

変更前 変更後 

初装荷燃料Ⅰ型 約15／20／17wt％以下※ 

初装荷燃料Ⅱ型 約16／21／18wt％以下※ 

 

初装荷燃料 

 

約15/20/17wt％ ※

初装荷燃料Ⅲ型 約16／21／18wt％以下※ 

※：核分裂性プルトニウム富化度（内側炉心／外側炉心／平均） 
                                      
        
                              

 

３．燃料使用計画（第２図参照） 

「もんじゅ」の性能試験については、炉心確認試験、40%出力プラント確認試

験、出力上昇試験の三段階で行うこととしており、それぞれの試験を行う前に燃

料取替えを行う。 

 

４．県の確認結果 

県としては、原子力機構から計画の詳細な内容について聴取するとともに、福

井県原子力安全専門委員会において、国の審査結果等について説明を受け、初装

荷燃料の変更計画について審議し、初装荷燃料の変更計画に関して、原子炉や周

辺環境の安全性は確保されていることを確認した。（別紙参照） 

 

プルトニウム、アメリシウム 241 およびウラン 

核分裂性プルトニウム 
核分裂性プルトニウム富化度： 



 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１図 炉心配置及び燃料集合体構成説明図 
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17年度 

工程 

 

    

21年度以降 20年度 19年度 18年度 

改造工事

工事確認試験

プラント確認試験

(約2年半)

性能試験

炉心確認試験 点検 40%出力プラント確認試験 点検･評価･確認 出力上昇試験 

燃料

取替

燃料

取替

燃料

取替

(78体) 炉心の特性を

確認する。 

(0％出力) 

水･蒸気、タービン系を

含むプラント系統の機

能と性能を確認する。 

(0～40％出力) 

定格出力まで上昇し、 

プラント全系統の性能

を確認する。 

(0～100％出力) 

初装荷燃料の変更に係る安全審査 

「もんじゅ」工程（案） 

第２図 「もんじゅ」性能試験計画 



 

- 7 -

別 紙  

 

 

高速増殖原型炉もんじゅの初装荷燃料の変更計画に係る事前了解について 

 

初装荷燃料の変更計画とは、現在、もんじゅの原子炉に装荷されている燃料 

（Ⅰ型）の反応度が自然崩壊により低下していることから、原子力機構が計画し

ている性能試験において、既に取替用として製造済みの燃料（Ⅱ型）および今後、

新たに製造する燃料（Ⅲ型）をそれぞれ初装荷用燃料として使用する計画である。 

もんじゅの性能試験は三段階（「炉心確認試験」、「40%出力プラント確認試験」、

「出力上昇試験」）で進める計画としており、それぞれの試験開始前にⅡ型燃料お

よびⅢ型燃料を順次装荷する計画である。 

 

県としては、原子力機構から計画の詳細な内容について聴取するとともに、福井

県原子力安全専門委員会において、原子力機構から変更計画の内容について報告を

受け審議した。また、国の安全審査について、原子力安全・保安院および原子力安

全委員会からそれぞれ審査結果の説明を受け審議した。 

その結果、初装荷燃料の変更計画に関して、原子炉や周辺環境の安全性は確保さ

れていることを確認した。 

 

１．原子炉の安全性について 

  初装荷燃料の変更計画に関して、炉心の制御性を示す反応度や、燃料の最高温

度等について、その安全性を以下の通り確認した。 

 

○アメリシウム 241 の増加による燃料の溶融温度等への影響について 

長期保管されている燃料中にアメリシウム 241 が蓄積していることから、融

点を測定した結果、アメリシウム 241 を含む燃料であっても、その融点は燃料

の最高使用温度を上回っている。 

 

○製造履歴等の異なる燃料の混在による炉心の安全性について  

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の燃料が混在するケースでの炉心の特性を評価した結果、

燃料を適切に配置することにより、原子炉の出力分布は、従来の炉心と比較し

て大きな変化はなく、炉心の安全性を示す制限値を全て下回っている。 

 

○長期保管に伴う燃料の健全性について 

「もんじゅ」の被覆管に相当するステンレス鋼を使った燃料を「常陽」で照

射した試験によると、被覆管の内面腐食、外面腐食等に関し、得意な状況は認

められていない。また、大気中に保管されているⅡ型燃料について、外観検査

等を行った結果、腐食、傷、変色等が生じていない。 
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○事故時等における原子炉の安全性について 

燃料の長期保管等に伴うアメリシウム 241 の蓄積の影響を踏まえ、運転中の

制御棒の異常な引き抜き、１次冷却材流量減少などの事故を想定した場合にも

燃料が破損することはない。 

 

 

２．環境への影響について 

初装荷燃料の変更計画に関し、通常運転時および事故時等における原子炉施設

周辺の被ばく評価を行った結果、従来の評価と比較し、通常運転時においてわず

かに大きくなったが、いずれも指針の線量目標値を十分下回っており、周辺環境

への影響はないことを確認した。なお、今回の解析にあたっては最新の気象デー

タや ICRP（国際放射線防護委員会）の最新知見等を用いている。 

 

 

（福井県原子力安全専門委員会における審議の経緯） 

平成１８年 ８月３１日 

 原子力機構が初装荷燃料の変更計画について説明 

平成１９年 ５月３０日 

 原子力機構が原子炉設置変更許可申請および補正申請内容について説明 

平成１９年 ９月 ７日 

 原子力安全・保安院が安全審査（１次審査）の結果について説明 

平成２０年 ４月１９日 

 原子力安全委員会が安全審査（２次審査）の結果について説明 
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 参考資料  

 

 

 

高速増殖原型炉もんじゅの初装荷燃料の変更計画の経緯 

 

 

 

平成 18 年 7 月 26 日 … 独立行政法人日本原子力研究開発機構は、県および敦賀市

に安全協定に基づく「事前了解願いを提出」 

 

平成 18 年 10 月 13 日 … 県および敦賀市は、国の手続きについて了承。日本原子力研

究開発機構は、国に原子炉設置変更許可を申請 

 

平成 19 年 5 月 25 日 … 原子炉設置変更許可申請の一部補正 

 

平成 19 年 7 月 4 日 … 経済産業省における安全審査（一次審査）の終了 

                  原子力委員会および原子力安全委員会へ諮問 

 

平成 20 年 2 月 12 日 … 原子力委員会および原子力安全委員会の審査（二次審査）の

終了、経済産業大臣への答申 

 

平成 20 年 2 月 19 日 … 経済産業大臣による原子炉設置変更許可 

 

平成 20 年 4 月 26 日 … 県および敦賀市は、「もんじゅ」の初装荷燃料の変更計画につ

いて、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、事前

了解。 


